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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両（Ｖ）のカメラ（ＣＡＭ）の視野内に照射されるように、車両（Ｖ）からライトビ
ーム（ＦＸ）を照射する段階と、前記カメラ（ＣＡＭ）で捕らえた少なくとも１つのイメ
ージ（Ｉ）に基づき、視界妨害現象（Ｇ）の存在及び性質を決定する段階とを有し、
　前記視界妨害現象（Ｇ）の性質の決定は、水と霧とを区別するために、前記イメージ（
Ｉ）上の視界妨害現象（Ｇ）の均質性に基づいて行うことを特徴とする、視界妨害現象の
検出プロセス。
【請求項２】
　前記視界妨害現象（Ｇ）の性質の決定は、前記イメージ（Ｉ）上の視界妨害現象（Ｇ）
の均質性及び粒度測定に基づいて行うことを特徴とする請求項１に記載の検出プロセス。
【請求項３】
　前記視界妨害現象（Ｇ）の性質の決定は、前記視界妨害現象（Ｇ）のトラッキング移動
に基づいて行うことを特徴とする請求項１または２に記載の検出プロセス。
【請求項４】
　前記ライトビーム（ＦＸ）は、変調されることを特徴とする請求項１～３のいずれか１
つに記載の検出プロセス。
【請求項５】
　車両（Ｖ）のカメラ（ＣＡＭ）の視野内に照射されるように、前記車両（Ｖ）からライ
トビーム（ＦＸ）を照射する光源（ＤＩＯＤ）と、前記カメラ（ＣＡＭ）で捉えられた少
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なくとも１つのイメージ（Ｉ）に基づき、視界妨害現象（Ｇ）の存在及び性質を決定する
制御ユニット（ＵＣ）とを備え、
　制御ユニット（ＵＣ）は、水と霧とを区別するために、前記イメージ（Ｉ）上の視界妨
害現象（Ｇ）の均質性に基づき、前記視界妨害現象（Ｇ）の性質を決定するようになって
いることを特徴とする、視界妨害現象（Ｇ）の検出装置（ＤＩＳＰ）。
【請求項６】
　情報処理ユニットにより実行される１以上のインストラクションのシーケンスを有し、
前記インストラクションのシーケンスの実行により、請求項１～４のいずれかに記載のプ
ロセスを実施されるようになっていることを特徴とするコンピュータプログラム（ＰＧ）
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、視界妨害の検出プロセス、及びそれを実施するための検出装置に関する。本
発明は、特に自動車の分野に好適に適用しうるものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の分野において、接近して後続する車両等の固形障害物の存在を監視し、この車
両等が接近し過ぎると、警告を発するようになっている方策は、既に実施されており、公
知である。このようなシステムは、例えば距離センサに基づいて行われている。障害物が
存在し、後方のライトをスイッチオンして点灯すると、路面が濡れている場合には（実際
に雨が降っているか否かには関係なく）、ライトの視認性は、車両の後輪による水しぶき
等による後続車両のドライバの視界妨害により影響される。これは、後続ドライバのみな
らず、先行車両のドライバにとっての懸念事項である。しかし、このプロセスでは、視界
妨害現象を検出することはできない。
【０００３】
　また、このような検出装置も公知である。例えば、特許文献１は、路面を車両のヘッド
ライトで照明するシステムを備え、車両の前の道路に沿う夕霧の検出プロセスを開示して
いる。このプロセスは、路面の一連のイメージを捉え、ヘッドライトにより生じるこのイ
メージからのハローを取り出し、これを、直近の楕円カーブと比較して、霧の有無を推定
するものである。
【０００４】
　特許文献２は、車両の周囲環境をスキャンするカメラ、及びこのカメラの各画素の輝度
を予定値と比較するイメージングシステムにより構成され、いずれかの画素の輝度が予定
値を下回るとき、霧が存在すると推定する霧検出プロセスを開示している。
【０００５】
　特許文献３は、赤外線放射器、検出器及び表示装置により構成された暗視装置を開示し
ている。この赤外線放射器は、ドライバにより操作される１個以上のパルス放射ダイオー
ドにより構成され、検出器又はカメラも同時に作動させられる。
【０００６】
　特許文献４は、車両に搭載され、道路の交通条件（気象条件及び障害物検出の両方）を
検出するシステムを開示している。この検出システムは、可視光線ビームを照射する第１
光源、及び変調可能な少なくとも１個の光源を有する少なくとも１個のライト照射器を備
え、道路に沿って照射する高周波数の赤外線ビーム、及び前方の道路のイメージを捉える
ことが可能な少なくとも１台のカメラを備えている。
【０００７】
　また、非特許文献１には、複数のカメラ及びイメージプロセッシングに基づく受動霧検
出システムを開示しているが、ライトビームの照射は行わない。
【０００８】
　非特許文献２には、複数のカメラ及びイメージプロセッシングに基づく受動霧検出シス



(3) JP 5356746 B2 2013.12.4

10

20

30

40

50

テムを開示しているが、ライトビームの照射は行わない。
【０００９】
　特許文献５は、２台のカメラ、及びイメージプロセッシングシステムにより構成された
車両のウインドスクリーンの汚れ検出装置を開示している。
【００１０】
　また、特許文献６は、霧のような視界を妨害する要素の存在下における距離視認性の決
定装置を開示している。しかしこれは、ライトビームの照射を伴うものではない。
【特許文献１】ＥＰ１７１５４５６号
【特許文献２】ＥＰ１４９８７２１号
【特許文献３】ＥＰ１２９８４８１号
【特許文献４】ＥＰ１５５３４２９号
【特許文献５】ＥＰ１７９０５４１号
【特許文献６】ＦＲ２８４７３６７号
【非特許文献１】ＶＤＩレポート２００５年第１９０７号のジェイ・レレビーほかの共著
による「視認性センサ付きフォグランプオートメーション、ライティングオートメーショ
ンの次のステップ」
【非特許文献２】ＳＡＥワールドコングレス２００６年のピー・レイラックほかの共著に
よる「ＯｐｔｉＶｅｏ：ドライブ支援用ビジョンベースプラットフォーム」
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上述のような従来技術は、いずれも、簡単かつ確実に、車両の運転に影響する視界妨害
現象を検出し、適切な処置を講じ得るものではなかった。
【００１２】
　本発明は、従来技術におけるこのような課題に鑑みなされたものであり、視界を妨害す
る現象を、簡単かつ確実に、検出又は検知しうる視界妨害現象の検出手段を提供すること
を主たる目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明の検出すべき視界妨害現象の検出プロセスは、
　－車両に搭載されたカメラの視野内に車両からライトビームを照射するステージと、
　－このカメラで捉えた少なくとも１つのイメージに基づいて、視界を妨害する現象の存
在及び性質を決定するステージとを備えている。
【００１４】
　本発明の検出プロセスの非限定的な第２の実施の形態においては、次の如き特徴を有し
ている。
－視界を妨害する現象の性質は、イメージ上の当該現象の均質性及び粒度測定に基づき計
算可能である。これら２つのクライテリアにより、現象が、例えば霧であるか、又は水し
ぶきであるかを示すことが可能である。
－この現象の性質の計算は、現象のトラッキング運動に基づいて行うことができ、これに
より、霧と水しぶきを正確に識別することができる。
－ライトビームを変調することにより、かかる現象の存在の検出、及び駐車支援等の他の
用途にも適用することができる。
【００１５】
　本発明の他の実施の形態は、次の要素を備える視界妨害現象の検出装置である。
－車両からライトビームを、車両に搭載されたカメラの視野内に照射する光源、及び
－このカメラで捉えられた少なくとも１つのイメージに基づき、視界を妨害する現象の有
無を決定する制御ユニット。
【００１６】
　本発明の第３実施の形態は、データ処理ユニットにより実行できる１以上のコマンドの
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シーケンスを有し、このシーケンスの実行により、上述した特徴のプロセスを実施しうる
コンピュータプログラミング製品である。
【発明の効果】
【００１７】
　以下の詳細説明から理解しうるように、本発明の検出プロセスによると、ビデオカメラ
により捉えられたイメージ手段により、複雑な電子デバイスを必要とすることなく、簡単
かつ確実に、視界妨害現象を解析しうるという効果が得られる。また、ビデオカメラの使
用は、特別に高価となるものでもない。
【００１８】
　更に、本発明は、次の如き種々の特有の効果を奏する。
－車両の走行に重大な影響を及ぼす水しぶきを検出し、後方ライトに適切に適応させるこ
とが可能である。
－妨害現象の性質を決定することができ、これにより、霧が発生している場合には、フォ
グライトを点灯させ、水しぶきが発生する場合には、リアライトの光度を調節できる。
－水しぶきのように、車両の後輪により発生させられる視界妨害現象の検出が可能である
。また、水しぶき（車両自体により発生されたもの）と霧（車両により発生されたもので
はない）との識別が可能である。
－後続車両等の障害物や、その性質の検出が可能である。
－このような障害物がない場合には、（妨害現象の検出時に）リアライトのレベルを高め
ることができる。
－障害物の検出時には、後続車両のドライバが、目をくらましたり、又は先行車両を見る
のを阻止するように、ライトの強度レベルを上げる。これは、省エネ効果も有する。
－妨害現象と後続車両等の障害物との混同を生じさせないようにする。
－妨害現象の検出及び駐車の支援等のために、２台のカメラを使用する必要性をなくす。
これにより、同じカメラで２つの機能を実行することができ、カメラの多機能化が可能で
ある。妨害現象の検出機能は、ライトビームの発生とイメージのプロセッシングに限定さ
れ、かつ後者は駐車支援等にも使用できるので、付加コストが抑えられ、経済的である。
－（ライトの発生とカメラを）車両の本体に搭載する手段を設けることなく、サイドライ
トやヘッドランプ等の照明及び信号システムと簡単に一体化できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の好適な実施の形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。降雨又は霧
の結果に拘わらず、濡れた道路では、車両（自動車、トラック又はその他の車両）の後部
ライトの後続車両のドライバによる視界は、例えば車両の後部から巻き上げられる水しぶ
き等による他の車両の視界を妨害する現象により、影響を受けるのが一般的である。従っ
て、視界を妨害するこの現象の存在や性質を評価し、必要に応じて、車両のライト又は信
号システムを、切替及び／又は強化して、後続車両のドライバが、先行する車両の信号を
容易に識別しうるようにするのが好ましい。
【００２０】
　本発明による上記の現象を検出しうるプロセスにより、上記のような検出が可能となり
、かつ図１にその実施の形態を開示するが、この実施の形態は、本発明を限定するもので
はない。
【００２１】
　この用途において、検出は、車両Ｖに搭載された、詳細は後述するビデオカメラよりな
る検出装置を使用して実行される。
【００２２】
　この検出プロセスは、図１に示す如く、次の各ステージを備えている。
－車両Ｖに搭載されたカメラＣＡＭの視野内にライトビームＦＸを照射する（図１のステ
ージＥＭ（ＦＸ））、及び
－このカメラＣＡＭにより捉えられた少なくとも１つのイメージＩに基づき妨害現象Ｇの
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存在及び性質を決定する（図１のステージＡＮＡＬ＿Ｇ（Ｉ））。
【００２３】
　それは、さらに次のステージを備えている。
－カメラＣＡＭにより、イメージＩを捉える（図１のステージＡＣＱ＿ＳＱ（Ｉ））。
【００２４】
　次に、これらのステージについて詳細に説明する。
　第１ステージ１）では、ライトビームＦＸを車両Ｖからこの車両ＶのカメラＣＡＭの視
野内に照射する。
【００２５】
　本発明の一実施の形態によると、ライトビームＦＸは、略８５０ｎｍの波長を有する赤
外線ビームである。これにより、妨害現象Ｇの存在下でも車両の後方に何らの不都合な影
響の発生を阻止可能であり、従って後続する車両のドライバに不快感を与えることはない
。更に、相当に遠距離から見えるので、カメラＣＡＭのスペクトラム検出の適合性は保証
される。
【００２６】
　本発明の更に他の実施の形態によると、ライトビームＦＸは極めて細い。具体例では、
その開口角度は４°である。これにより、パワーロスの可能性を最小限にする。それはま
た、ライトビームＦＸにエネルギーを集中させ、妨害現象の検出を相当に遠距離から行う
ことを可能にする。
【００２７】
　このライトビームＦＸは、後述する光源ＤＩＯＤにより生成される。
【００２８】
　図２は、光源ＤＩＯＤにより生成され、車両ＶのカメラＣＡＭの視野内に照射されたラ
イトビームＦＸの一例を示す。図示の例において、ライトビームＦＸは、車両Ｖの後方に
照射される。更に、２つの水しぶきＧ１及びＧ２が、ライトビームＦＸにより照明される
。
【００２９】
　図３は、図２の平面図である。後部ライト内の光源ＤＩＯＤの位置は、２個の後部ライ
ト間に配置されたカメラＣＡＭの位置で一緒に見ることができる。
【００３０】
　本発明の一実施の形態の第１ステージにおいて、ライトビームＦＸの生成は、後部ライ
トの点灯により行われる。これにより、降雨時又は走行路面が濡れているとき、ドライバ
は、水しぶき等により妨害現象の検出を確実に行い、その結果、自分の車両の後部ライト
の点灯を、妨害現象の性質に応じて行うようにできる。
【００３１】
　次に、第２ステージ２）において、車両ＶのカメラＣＡＭにより、イメージＩを捉える
。
【００３２】
　ビデオカメラＣＡＭは、図示の如く、車両Ｖの後部に配置されており、捉えられたイメ
ージＩは、このカメラＣＡＭの視野内における車両Ｖの後方位置の環境を示す。これによ
り、車両Ｖの後方における妨害現象Ｇの検出が可能になる。具体例では、カメラＣＡＭは
、車両Ｖの後方ライトの一方の近傍に配置されている。
【００３３】
　これにより、後方ライトの一方から照射されたライトビームＦＸは、周囲のサスペンシ
ョンにおける妨害現象Ｇによる粒子（例えば、濡れた路面を車輪が運動した後）を通過し
て拡散される。このライトビームの波長は、カメラＣＡＭによりスペクトラム分析される
。これらの粒子は、カメラＣＡＭの視野内に位置する妨害現象Ｇをなすので、この妨害現
象Ｇ内の拡散されたライト、即ち光を積分するイメージを捉えることが可能である。
【００３４】
　イメージが捉えられるこのステージは、上述したプロセスに含むことはできないが、上



(6) JP 5356746 B2 2013.12.4

10

20

30

40

50

述したプロセスの前に実行される他のプロセスの一部となし得ることは明らかである。
【００３５】
　また、上述した第１ステージ及び第２ステージは、並行して実行することも可能である
。
【００３６】
　次に、第３ステージにおいて、視界妨害現象Ｇの有無及び性質が、カメラＣＡＭで捉え
られたイメージＩに基づいて決定される。
【００３７】
　このイメージＩの解析により、次のことが可能である。
－妨害現象Ｇ（雨や霧）の有無及び性質の決定、並びにこれにより推定される後方信号シ
ステム又は前方ライト視界低減。問題となるライトや信号の強度増加による補償（例えば
、ビームが車両の後方を照明するとき、後方ライトの強度増加）、フォグライトの点灯、
又はヘッドライトをディップドビームからアンディップドビームへ切り替え、
－障害物、特に後続車両の存在を検出し、ライトによる付加的なエネルギーの消費（及び
フィラメント電球の寿命への影響を制限）を最適化する。
【００３８】
　図４及び図５は、カメラＣＡＭにより捉えられたイメージＩの２つの具体例を示す。
【００３９】
　これらのイメージＩは、細いライトビームＦＸによる夜間の拡散光を示す。このビーム
はイメージＩの左及びカメラＣＡＭの上位置にある光源ＤＩＯＤから照射される。
【００４０】
　図中の白いエリアは、ライトビームＦＸによる拡散された夜間光を表わし、斜線エリア
Ｂは、ライトビームＦＸにより照明されないカメラＣＡＭの視野内における車両Ｖの周囲
環境（ここでは、後方）を表わす。
【００４１】
　図４の例は、カメラＣＡＭの視野ＣＡＭ＿Ｖ内に障害物Ｏがなく、降雨時における車両
Ｖの後方環境を示す。このイメージＩは、水Ｐ１及びＰ２のエリアを示し、車両Ｖの後方
に生じる、エアロダイナミックタービュランスによる水しぶき等の妨害現象Ｇの存在を示
している。
【００４２】
　図５の例は、障害物（例えば、後続車両）Ｏがある場合の、霧の存在下における車両Ｖ
の後方環境を示している。
【００４３】
　水のエアリアより均質であり、かつ動きの少ない霧ＰＦの存在下では、ライトビームＦ
Ｘは、より連続的に見える。同じイメージ上で、外部光源は、視野内のイメージＩの右に
現れる。これは、例えば後続車両のヘッドライト、又は田舎の固定光源等のような障害物
である。イメージ内のこの種の光源の検出は、例えば後続車両の輪郭をピックアップする
ように、車道の検出に基づくトラッキング法を使用することにより簡単に行いうる。これ
らの方法は、当業者に周知の事項であるので、ここで詳細な説明は省略する。
【００４４】
　この方法により、カメラＣＡＭにより捉えられたイメージを使用して、次の検出が可能
である。
－障害物Ｏの有無及び性質。
－妨害現象の有無及び性質。
【００４５】
　障害物Ｏの検出に関し、後続車両の有無に関する情報を使用して、車両の信号機能の強
度制御の最適化に使用可能である。これにより、車両の直後を走行する後続車の有無、そ
の他により、両後方ライトの輝度の調節（目くらましの防止）することが可能である。こ
れにより、問題となる双方のドライバの安全性を増大する効果が得られる。
【００４６】
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　また、車両の後方において、後方サイドライトの強度が複数の標準ポイントにより特徴
付けられていることに注目されたい。あるヨーロッパ規格（ＥＥＣ　Ｒ７）によると、こ
れらのポイントの強度は、ポイントに応じて、０，０５ｃｄ及び最低４ｃｄの間で変化す
る。単一ライトの場合の最大許容値は１２ｃｄであり、複数組のライトの場合には１７ｃ
ｄである。これにより、もし水が検出されると、ライトの強度は増加できるが、水及び後
方近傍のドライバが検出された場合には、これに応じて、ライトの強度を増加できる（即
ち、後方近傍にドライバがいない場合より低くして、目くらましを生じないようにし、か
つ更に離れた車両がある場合よりも低い）。
【００４７】
　視界妨害現象Ｇの検出に関しては、この現象の性質の特性は、拡散されるライトの均質
性及び粒度測定に基づく。その理由は、これらのパラメータで水と霧を区別できるからで
ある。
【００４８】
　水と霧を差別化することができる利点は、例えば霧が存在する場合には、特定形態の信
号を作動させること、即ちフォグライトを使用すること、又は水しぶきの場合には後方ラ
イトの強度を増加することができる。
【００４９】
　この現象が、水しぶき及び雨の混合であるか否かを確定する必要がある場合には、降雨
センサの使用を追加することが可能である。このセンサにより、降雨が規則的であるか否
かを確認することもできる。
【００５０】
　拡散光の均質性を決定する方法は、当業者には既知である。特定の例では、蓋然論的ア
プローチを使用して、イメージＩのテキスチャ、即ち中身を、コオカレンスマトリクス、
及び特にその均質性クライテリオン等の解析による。この方法は、当業者に既知であるの
で、更なる説明は省略する。
【００５１】
　拡散光の（テキスチャの属性である）均質性の決定も、当業者には既知である。具体例
では、イメージＩのテキスチャを、コオカレンスマトリクス及び／又は頻発性アプローチ
、フーリエ変換、小波へのブレークダウン等による蓋然論的アプローチを使用して解析可
能であるが、これに限定するものではない。これらの方法も、当業者には既知であるので
、ここで更なる説明は省略する。
【００５２】
　この方法により、捉えたイメージＩ上に、妨害現象Ｇ及び障害物Ｏの何れもない場合に
は、ライトビームＦＸは、イメージＩ上に現れない。しかし、捉えたイメージＩ上に妨害
現象Ｇはないが、障害物Ｏがある場合には、この障害物を簡単に照明して、特徴を明確に
することができる。
【００５３】
　もし、捉えられたイメージＩ上に妨害現象Ｇが見えるが、障害物Ｏが見えない場合には
、妨害現象Ｇは照明されて視認できる。
【００５４】
　もし、イメージＩ上に妨害現象Ｇ及び障害物Ｏの両方が見えると、妨害現象Ｇ及び障害
物Ｏの両方が、照明されて視認できる。
【００５５】
　捉えられたイメージＩ上に妨害現象Ｇが存在する場合には、ライトビームＦＸは、テキ
スチャ（粒度測定により示される）がスムーズではない非均質ゾーンを示すので、水が存
在するエリア（例えば、降雨を伴う又は降雨を伴わない濡れた路面）があると、結論付け
ることができる。この場合、車両のライトの強度を増加できる。
【００５６】
　もし、捉えたイメージＩ上に、テキスチャ（粒度測定で示す）がスムーズである連続し
た均質ゾーンを、ライトビームＦＸが示すと、（それが水しぶきを形成しない細かい雨で
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ない限り）霧があると結論付けることができる。ここで、フォグライトを切り替え点灯で
きる。
【００５７】
　本発明の非限定的な一実施の形態によると、捉えたイメージのシーケンスＳＱ上の妨害
現象Ｇの移動を追跡して、この現象の性質を特徴付けるのを支援することができる。これ
により、霧等の妨害現象Ｇの場合には、捉えたイメージＩのシーケンスＳＱに移動は検出
できないが、水の如き妨害現象の場合には、移動を検出することができる。このプロセス
は、イメージＩのシーケンスＳＱ上に照明されたゾーンのトラッキングを行うことに基づ
いている。このトラッキングプロセスは、当業者に既知であるので、ここでは説明を省略
する。
【００５８】
　このトラッキングプロセスは、水しぶきが発生せず（例えば、細かい雨の場合）、また
は車両が低速走行している場合には、霧と水を区別するのに特に有効である。この場合に
は、捉えられたイメージＩには、連続した均質ゾーンが生じる。
【００５９】
　第４ステージ４）において、視界妨害現象Ｇが一度検出され、かつその性質が確定され
ると、適切なプロセスＣＤが、車両Ｖについてリアルタイムで実行される。
【００６０】
　特定の具体例では、これは次のものを含むが、本発明は、それに限定されるものではな
い。
－フォグライトの輝度を増加することにより、車両Ｖの照明システムを、妨害現象Ｇの性
質の指示に関して自動的に適合させ、さらに、上述の如く障害物Ｏの存在を考慮するか、
又は
－車両のドライバに警報システムを送り、自分自身ライトの強度を、例えばフォグライト
の切り替え又はフォグライトの輝度を増加するか、又は
－車両のライトを自動的に切り替える（具体例としては、後方信号システム、即ちテール
ライト及びフォグライト）。
【００６１】
　この第４ステージは、上述したプロセスにより、ビデオイメージを処理してから、実行
されることに留意されたい。これにより、例えば後方ライト自動適応等の適切なプロセッ
シングＣＤが、リアルタイムで行われる。その理由は、妨害現象を検出する毎に行われ、
検出は、イメージＩを捉える毎に行われるからである。
【００６２】
　本発明によるプロセスは、図６に示す検出デバイスＤＩＳＰにより実施される。
【００６３】
　このＤＩＳＰデバイスは、次のものから構成されている。
－車両ＶからライトビームＦＸを、この車両ＶのカメラＣＡＭの視野内に放出する光源Ｄ
ＩＯＤ、及び
－このカメラＣＡＭで捉えられた少なくとも１つのイメージＩに基づく視界妨害現象Ｇの
有無及び性質を確立する制御ユニットＵＣ。
【００６４】
　更に、この制御ユニットＵＣは、光源ＤＩＯＤ及びカメラＣＡＭを制御するとともに、
適切なプロセシングＣＤステージの動作を制御する（車両ライトの自動適応、車両ライト
の自動切替）。
【００６５】
　本発明の一実施形態によると、この検出デバイスＤＩＳＰは、図６に示す如く、イメー
ジＩを捉えることができるビデオカメラＣＡＭも備えている。この場合、制御ユニットＵ
Ｃは、ビデオカメラＣＡＭに内蔵することも可能であることに注目されたい。
【００６６】
　次に、光源ＤＩＯＤ及びビデオカメラＣＡＭについて、更に詳細に説明する。
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（光源ＤＩＯＤ）
【００６７】
　光源ＤＩＯＤは、ＬＥＤタイプのダイオードである。別の実施の形態では、それはレー
ザダイオード、ＯＬＥＤ、光収束器付きハロゲンランプ、又は以下に説明するカメラＣＡ
Ｍに適用可能なその他任意のビーム放出光源である。
【００６８】
　一例では、光源は車両の照明及び信号システム（具体例では、ガラス製のライトハウジ
ングにより付加的に保護された車両のリアライト内）、車両レジストレーション場所のラ
イティングエリア、又はリアハッチの蓋に配置される。しかし、これら全ての位置は、例
えば車両の後輪により生じる妨害現象Ｇの有無を検出する理想的な場所である。実際に、
サイズ（ｃｍ3の範囲）の観点から、ライトビーム発生器は、赤外線光源ＤＩＯＤと光学
プロジェクションシステムよりなり、車両のライト及び信号システム、具体例では、リア
ライト内に容易に組み込むことができる。更に、電子制御システム（光源ＤＩＯＤ及びカ
メラＣＡＭを操作）は、多くの場合に必要な予備空間を有するライトハウジングの後部に
配置できる。
（カメラＣＡＭ）
【００６９】
　このカメラＣＡＭは、例えば鮮明度が６４０＊４８０（換言すると、捉えられたイメー
ジIが６４０行及び４８０列の８ビット（ピクセル当り）のＶＧＡタイプであり、この目
的のためにレンズ（図示せず）を備えている。このようにして捉えられたイメージＩは、
フルリゾリュ－ションである。
【００７０】
　本発明の具体例によると、ビデオカメラＣＡＭは、１秒間に１０個のイメージを捉えら
れる。イメージのシーケンスＳＱは、車両Ｖの移動速度により、２０乃至約１００イメー
ジからなる。
【００７１】
　異なる分解能の異なるタイプのカメラを使用しうることは明らかである。
【００７２】
　妨害現象Ｇの存在を検出するために使用されるカメラＣＡＭは、ライトビームＦＸに使
用される波長に敏感なものでなければならないことに留意されたい。また、具体例では、
ＣＭＯＳタイプ又はＣＣＤタイプのカメラが使用可能であり、これらのカメラは、シリコ
ンベースであり、約４００ｎｍ～１１００ｎｍ（カメラにより観測される波長）の応答ス
ペクトラムを有し、従来から自動車に使用されている。従って、この応答スペクトラムは
、赤外線ライトビームＦＸと適合する。これにより、カメラＣＡＭが敏感である波長範囲
内にあるので、ライトビームＦＸを、カメラＣＡＭで見ることができる。
【００７３】
　更に、カメラＣＡＭの視野ＣＡＭ＿Ｖは、ライトビームをライトビームＦＸの光源ＤＩ
ＯＤから、極めて短距離（１～３ｍ）で切る。これにより、図示の例では、車両の後方に
配置され、妨害現象Ｇの正確な情報を得ることが可能であり、特に水しぶきの如き現象の
存在を確実に得ることが可能である。更に、カメラの視野ＣＡＭ＿Ｖのレンジは、妨害現
象（例えば、水しぶき）Ｇが生じるエリアをカバーするように決定される。このレンジは
２０ｍであるが、この値に限定するものではない。
【００７４】
　上述したプロセスの全てのステージは、ビデオカメラＣＡＭにより、リアルタイムで捉
えられたイメージＩの１以上（シーケンスＳＱ）により影響を受けることに注目されたい
。換言すると、カメラＣＡＭにより、毎秒１０イメージが捉えられるシーケンスの例では
、これら全てのステージは、１０分の１秒以上かかることはない。
【００７５】
　また、上述した検出プロセスの実施は、マイクロプログラムされたソフトウエアデバイ
ス、ケーブルで接続されたロジックシステム、又はハードウエア電子部品により実行可能
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であることに注目されたい。
【００７６】
　これにより、検出デバイスＤＩＳＰは、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラの
プロセッシングユニット、ＡＣＩＣ又はコンピュータの如き情報処理ユニットにより実行
される１以上のインストラクションシーケンスを有するコンピュータプログラム商品ＴＧ
により構成されることが可能である。これらのインストラクションのシーケンスを実行す
ると、上述したプロセスを開始させる。
【００７７】
　このタイプのコンピュータプログラムＰＧは、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ、又はフ
ラッシュタイプの不揮発性メモリに格納できる。このコンピュータプログラムは、作業メ
モリに格納しても、ローディングしても、又はその後にローディングしてもよい。これら
のインストラクションのシーケンスは、マシンインストラクションのシーケンスでもよく
、又は与えられたとき、プロセッシングユニットにより解釈される制御言語のシーケンス
であってもよい。
【００７８】
　図６に示す具体例において、コンピュータプログラムＰＧは、デバイスＤＩＳＰの制御
ユニットＵＣのメモリに格納されている。
【００７９】
　明らかな如く、このプロセスは、上述した実施の形態に限定されるものではない。他の
実施の形態として、放射されるライトビームＦＸを、変調させてもよい。例えば、ライト
をカメラＣＡＭで捉えられた「ｎ」個のイメージ毎に出し、その後、この変調されたライ
トあり、及びライトなしのイメージ間で、比較又は抽象化（単純なイメージ処理操作）を
行う。これらの比較／抽象化の結果、上述の如く妨害現象Ｇを検討し、それを明らかにす
るように、ライトビームＦＸを差別化するのは簡単である。ここで、「ｎ」の値が大きい
と（例えば、毎秒３０イメージを捉えるシステムでは、変調ライトなしの２９個のイメー
ジ及び３０番目の変調されたイメージ）、妨害現象の検出機能を変更することなく、「妨
害現象の検出」機能を駐車支援機能等の他の機能と重畳することも可能である。
【００８０】
　車両Ｖの後方をライトアップするために放射されるライトビームＦＸの上述した例は、
車両の前方における視界妨害現象を検出するため、車両Ｖの前方をライトアップするライ
トビームＦＸにも応用可能であることは明らかである。この場合には、車両Ｖの前方位置
に、カメラＣＡＭが取り付けられる。
【００８１】
　この場合、車両Ｖの前方における視界妨害現象Ｇの検出後に、特定例では、リアルタイ
ムで車両Ｖをトラッキングする適切なプロセッシングＣＤを、次のように作動させること
ができる。
－妨害現象Ｇの性質に応じて与えられる情報に対して、ヘッドランプの強度を増加し（デ
ィップ又はアンディップ）、及び／又はフォグランプを作動させることにより、車両Ｖの
前方ヘッドランプの強度を自動的に適応させる。更に、上述の如く障害物Ｏがあると、そ
れも考慮に入れる。
－ヘッドランプを、ディップからアンディップに自動的に切り替える。又は
－車両Ｖのドライバに警告信号を送り、ドライバが自分でヘッドランプの輝度を増加させ
、例えばフォグライトの効果を増加するよう切り替える。
【００８２】
　更に、適切なプロセッシングＣＤを可能にするために行う調節は、例えば道路の白線を
追跡可能な前方カメラ等の車両Ｖ内の他のシステムへ検出された情報を伝送する。これに
よりカメラは、前方の路面が濡れていると、必要に応じて、ヘッドランプの強度を増加し
、路面の白線がより明瞭に確認できるように警告する。
【００８３】
　以上、本発明を好適な実施の形態について詳述したが、これらの実施の形態は、本発明
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を逸脱することなく、種々の変形変更が可能であることは、当業者には容易に理解できる
と思う。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明による検出プロセスの一実施の形態を示す図である。
【図２】車両による視界を妨害する現象及び図１の検出プロセスによるその検出プロセス
を説明する図である。
【図３】図２の平面図である。
【図４】図１による検出プロセスにより検出された視界妨害現象を捉えるイメージの第１
例を示す図である。
【図５】図１による検出プロセスにより検出された視界妨害現象を捉えるイメージの第２
例を示す図である。
【図６】図１に示す検出プロセスを実施する検出デバイスの一実施の形態の構成を示すブ
ロック図である。
【符号の説明】
【００８５】
Ｖ　車両
Ｉ　イメージ
Ｇ　視界妨害現象
ＦＸ　ライトビーム
ＵＣ　制御ユニット
ＣＡＭ　カメラ
ＤＩＳＰ　検出デバイス
ＤＩＯＤ　光源
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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